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会津若松出張所
　会津若松市追手町 2-41
　☎ 0120-26-3844（フリーダイヤル）
いわき出張所
　いわき市好間工業団地 1-43
　☎ 0120-26-5671（フリーダイヤル）
中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
　☎ 0120-24-1013（フリーダイヤル）
大川原連絡事務所
　大熊町大川原字南平 1138-2
　☎ 0120-23-1095（フリーダイヤル）
現地連絡事務所
　大熊町大川原字手の倉 125
　☎ 0240-32-2318
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おお
 くま

　大熊町見回り隊では隊員を募集し
ます。町の安心安全を守る活動に、
一緒に取り組みませんか。

■対象
　大熊町民 
■募集定員
　１人
■勤務時間
　３交代制
①午前７時～午後４時
②午後３時～午前０時
③午後 11 時～午前８時
※①②③すべて対応できる方のみ
■期間
　７月～
※応相談。最長で平成 31 年３月 31
日まで
■勤務体制
　シフト制で月に９～ 13 日出勤。
土日祝、年末年始も稼働
■給与・手当
　給与の詳細は面接で説明。交通費

支給、深夜手当ほか各種手当あり。
■勤務場所
　大熊町大川原地区、中屋敷地区
■業務内容
・車でのパトロール
・不法侵入、盗難などの防犯活動
・防火等の広報活動
・その他付随する業務
■必要な資格
　普通自動車運転免許必須
■募集期間
　決まり次第終了とします
■応募方法
　書類選考の後、面接を行いますの
で、履歴書に必要事項を記入の上、
郵送してください。
・郵送先…〒 970-8025 いわき市平
　南白土 1-14-3 　TS プレイス２階
　株式会社ワールドインテック福島
　小野宛

問ワールドインテック福島
☎ 0246-38-6527
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６
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６
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。
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　原発事故による避難指示区域か
らの避難者が高速道路の無料措置
を受ける手続きが、７月１日から
切り替わり、料金所で「ふるさと
帰還通行カード」が必要になりま
す。
　カードの発行までには１～２か
月程度かかります。まだ申し込み
されていない方は、カードがお手
元に届くのが７月以降となります
ので、ご注意ください。
問大熊町役場会津若松出張所
　 生活支援課

■申込書の入手方法
　大熊町役場の各出張所と連絡事務所の窓口、県内の料金所に備え
付けています。NEXCO 東日本または町公式ホームページからダウ
ンロード・印刷して申し込むこともできます。申込書はコピー（白
黒可）して使用いただくことも可能です。
■お申し込み窓口
・大熊町役場会津若松出張所　住民課
・大熊町役場いわき出張所　窓口
・大熊町役場中通り連絡事務所　窓口
・大熊町役場大川原連絡事務所　窓口
■郵送先
　大熊町役場会津若松出張所　生活支援課
　（〒 965-0873　福島県会津若松市追手町 2-41）

　有効期限が平成 30 年７月 31 日までの介護保
険負担限度額認定証をお持ちの方には、更新申請
の案内を送付しますので、ご確認ください。新規
で利用する方はご相談ください。
■該当要件（以下の全てを満たすことが必要です）
①本人および同一世帯の方全てが住民税非課税者
　であること
②別世帯の配偶者（事実婚も含む）についても住
　民税非課税者であること
③預貯金等の合計額が、単身者は 1,000 万円以下、
　配偶者がいる場合は両者合わせて 2,000 万円以
　下であること

≪介護保険負担限度額認定とは≫
　介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保
健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）や地
域密着型介護老人福祉施設、ショートステイを利
用すると、介護サービス費用の自己負担分のほか
に居住費・食費なども負担することになりますが、
所得の低い方については、申請に基づき段階ごと
に居住費・食費の上限額（負担限度額）を定め、
負担軽減を行っています。
※通所介護（デイサービス）および通所リハビリ
　テーション（デイケア）等の食費は対象外
問大熊町役場いわき出張所　 健康介護課

 平成 30 年度
介護保険負担限度額認定申請の受付を開始します

＜所得要件＞
本人・世帯全員・配偶者が
住民税非課税であること

※遺族年金と障害年金の収
　入も判定要件に含みます
※住民税が全額免除の場合
　は、非課税と同じ扱いに
　なります

対　象　外

＜資産要件＞　
預貯金等の保有額が
一定額以下であること

・配偶者がいる方は
   合計 2,000 万円以下

・配偶者がいない方は
   合計 1,000 万円以下

対　象　外

食費・居住費の
負担軽減の対象

■
対
象
者
の
判
定
の
流
れ

住民税
課税

住民税
非課税

一定額を超える
預貯金等　あり

一定額を超える
預貯金等　なし

高速無料「ふるさと帰還通行カード」お持ちでないと７月から有料です



3

　町では中間貯蔵施設の建設に
伴い町民の皆さまが抱える不安
や諸問題に対応するため、弁護
士による相談会を開きます。権
利関係等の疑問について、無料
で相談できます。

【郡山市】
時７月11日（水）
　午後２時～５時
場大熊町役場中通り連絡事務所

【会津若松市】
時７月13日（金）
　午後２時～５時
場大熊町役場会津若松出張所
【いわき市】
時７月18日（水）
　 午後２時～５時
場大熊町役場いわき出張所

■相談できること
　中間貯蔵施設建設に伴う契
約、地上権、相続等について
※法律相談であり、補償価格に
　関する相談はできません
■対象
　大熊町内の中間貯蔵施設建設
予定地内に不動産 ( 土地、建物 )
を所有されている方
■相談料
　無料
■相談時間
　１回につき50分以内（各会
場３組までの事前予約制）
■申し込み方法
　事前予約の先着順ですので、
ご連絡をお願いします
■申し込み期限
　開催日の１週間前まで
問大熊町役場会津若松出張所
　 企画調整課

中間貯蔵施設に係る
弁護士無料相談会

　

昭
和
46
年
に
義
務
化
さ
れ
た

シ
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シ
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図
り
ま

す
。

■
期
間

　
６
月
１
日
（
金
）
～
30
日
（
土
）

※
県
下
一
斉
広
報
強
化
日
６
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島
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６
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島
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　ＮＰＯ法人埼玉広域避難者支援センターからのお知らせで
す。第１回埼玉県避難者交流会を６月 30 日に坂戸市で開きま
す。お気軽にお問い合わせください。
時６月 30 日（土）午前 11 時～午後３時
場坂戸市「オルモ」（東武東上線北坂戸駅徒歩１分）
内相談・交流会（弁護士、就労支援員、埼玉県住宅課職員、
　臨床心理士会、センターの相談員が参加します。午前中は福
　島県職員から新しい支援制度の説明があります。午後は、「簡
　単健康チェック」や身体ほぐし、交流を行います。個別相談
　も行います）
問ＮＰＯ法人埼玉広域避難者支援センター
☎ 0120-60-7722 ※平日午前９時～午後５時

30 日に埼玉県避難者交流会
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お引っ越し
された方へ

役場にも

教えてね！

　役場に届け出ていた避難先が変
わった際は、新しい避難先をお知
らせください。届け出は会津若松
出張所住民課、いわき出張所、中
通り連絡事務所の各窓口で受け付
けています。手軽にできる郵送や
電話での届け出も受け付けていま
す。
■郵送の場合
　役場にある「避難住民届」を記
入して送るか、次の項目を記載し
たメモを送ってください。
　1. 記入者氏名
　2. 大熊町の住所
　3. 対象者の氏名、生年月日
　4. 避難先住所
　5. 避難先の滞在開始日（住み始
　　めた日）
　6. 電話番号および所有者名
　7. 広報おおくまの送付を希望す
　　るかどうか
■電話の場合
　会津若松出張所住民課までお電
話ください。職員が必要事項をお
尋ねします。
問大熊町役場会津若松出張所　
　 住民課　避難者名簿係

　なお、仮設住宅、借上げ住宅を
退去する場合には、「仮設住宅等
使用終了届」を提出してください。
問大熊町役場会津若松出張所
　生活支援課　
　 大熊町役場いわき出張所
　　生活支援係
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々
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が
目
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し
み
る
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、
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大熊町職員採用候補者試験
（大卒程度）

６月22日まで受付

試験職種 受　験　資　格
大卒行政 平成４年４月２日以降に生まれた者で大学を卒業または卒業見込みの者
大卒土木 平成元年４月２日以降に生まれた者で大学を卒業または卒業見込みの者
大卒建築 平成元年４月２日以降に生まれた者で大学を卒業または卒業見込みの者

　町では、平成 31 年度の職員採用候補者の試験を行います。
詳しくは町公式ホームページをご参照ください。

期６月 22 日（金）まで
※土、日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分。郵便
　による申込書提出の場合は、６月20日（水）までの消印
　があるものに限り受け付けます
問大熊町役場会津若松出張所　総務課


